
あいちの母子保健ニュース   平成 30 年 3 月９日発行  第 44 号 

12 
 

語句の解説 

お忙しい中、調査に
御協力いただきありが
とうございました。 
 
調査結果の詳細は、
「平成 30 年度母子
保健指導者研修会」
で報告させていただく
予定です。 

‹フォローアップ›  
対象者の状況変化について、期間・時期を

定めて確認する業務 
‹フォローアップ率› 
 フォローアップ対象者を一定期間フォローアッ
プした後に、その状況を確認した割合 
‹陽性的中率› 
 医療機関紹介となった者のうち、精密検査
受診結果で「異常あり」と診断された者の割合 
‹発見率› 
 受診者のうち、精密検査受診結果で「異常
あり」と診断された者の割合 

 
 
 
 

乳幼児健康診査における精度管理は、判定の精度を標準化し、保健サービスとしての質を保つために実施する
もので、精度管理には陽性的中率を用いることが現実的とされています。市町村・保健所に御協力をいただき、今
回は「視覚検査」・「尿検査」について、調査を実施しましたので、結果の概要を報告します。 
 
1 目的 
  健診後のフォローアップの実施状況や精密検査結果等を把握することにより、疾病スクリーニングにおける精度管
理及び評価を行うことを目的とする。 
 
2 対象 
  平成 27 年度 3 歳児健康診査受診者のうち、母子健康診査マニュアルにて、 
  ア  「視覚検査」で「異常の疑いあり」、イ 「尿検査の蛋白」で「±」、「+」、「++～」と判定されたもの 
 
3 方法 
  抽出された対象者について、性別・健診後の対応方針・対応後の結果等について個別データを収集した。 
  （平成 29 年 6 月実施） 
 
4 結果 

 

  ＊尿検査について、陽性的中率は母子マニュアル無記入者、フォローアップ率が低いことから、 
その数値だけでは判断ができないと考え、「－」としています。 

 
5 今後の精度管理に向けた考え方 
 (1) 今回の調査でモデル的指標を暫定的に設定し、精度管理に役立てることは、困難で

あった。今後、精度管理を行うには、健診体制を見直す必要がある。そのため、「健診
結果の無記入者を減少させること」「フォローアップ率を増加させること」を目指す。 

   ①健診の場等で再検査の実施を確実に行う。  
②視覚検査では、健診の受診時期を発達の状況を考慮して設定するなどの対応を検   

討する。  
③医療機関へ受診した結果を確実に把握する方法について検討する。 
④保護者に視覚検査の意義を理解してもらえるよう動機づけの工夫が必要である。 
⑤保育機関と連携を図り、就園後に児の再検査が実施できるような体制整備を行う。 

   
 (2) 保健所が実施している母子健康診査マニュアルの集計・分析・還元等 

の機会を通じて、各市町村における乳幼児健康診査の実施状況につい 
て振り返り、より充実した乳幼児健康診査を目指すための取組を市町村 
と保健所が一体となって考えていく必要がある。  

 3 歳児健康診査 
視覚検査 尿検査 

受診者数 42,018 人 
母子マニュアル（無記入） 17.7％ 16.4％ 
フォローアップ対象者数 2,135 人 1,536 人 
結果把握数 1,415 人 746 人 
フォローアップ率(平均) 59.8% 44.6％ 
異常あり 768 人 3 人 
陽性的中率 33.1% － ＊ 
発見率 1.07% 0.007% 

 

乳幼児健康診査（疾病スクリーニング）の精度管理について 
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１.はじめに 

子どもの目の機能は 6 歳までにほぼ完成すると言われている。 

 平成29年4月に、厚生労働省から３歳児健康診査において強い屈折異常や

斜視が見逃された場合に治療が遅れ、十分な視力が得られない為、適切な視力

検査及び保健指導を実施するようにという通達があった。 

 豊橋市では、豊橋市医師会眼科医会の提案により、平成 11 年から屈折検査

機器による屈折検査と眼科医による眼科診察を実施している。 

 今までの実績から屈折検査機器と眼科医診察の併用効果について考察し、報

告する。 

 

２.豊橋市における眼科健診 

（１）平成 29 年 7 月まで 

通常、3 歳児健康診査における視覚検査は、自宅で事前に実施するアンケー

トとランドルト環を使用した視力検査をもとに行う。 

 豊橋市では、通常の視覚検査に加え、全員に屈折検査機器による屈折検査

と眼科医による診察を併用している。 

 屈折検査は、対象児を保護者の膝の上に座らせ、看護師が片目ずつ測定し、

検査所要時間は、児がじっとできれば両眼合わせて 30～50 秒程度である。 

 眼科医の診察では、アンケート結果や視力検査結果、屈折異常値を確認し、

総合的に診断している。 

平成 27 年度 3 歳児健康診査の眼科健診の結果は以

下の通りである。 

受診者:3,450 名 

  異常なし:2,907 名（84.3％） 

  異常の疑いあり:502 名（14.6％） 

  管理中:41 名（1.2％） 

異常の疑いあり（502 名）のアンケート結果・ランドルト

環 に よ る 視 力 検 査 結 果 を 確 認 し た と こ ろ 、 228 名

（45.4％）が従来の視覚検査では問題なしと判断される

者であることが分かった。228 名の精密検査結果の内訳は

異常なし 26 名、要観察 109 名、要医療 42名という結果

だった。 

【豊橋市の取組】 

3 歳児健康診査における屈折検査機器と眼科医診察による眼科健診について 
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＊語句の解説＊ 
陽性的中率＝精密検査にて異常あり者数÷異常の疑いあり者数 
発見率＝精密検査にて異常あり者数÷受診者数 
フォローアップ率＝精密検査受診者数÷受信者数 

異常の疑いあり（502 名）のうち、精密検査後に要医

療・要観察となった者（339 名）の主な診断名は、屈折異

常では、遠視性乱視が 143 名と一番多く、次いで遠視が

73 名、乱視が 25 名であった。屈折検査機器を使用するこ

とで、多くの屈折異常疾患を発見する事ができている。 

また、弱視では、弱視が17名、眼位異常では、間歇性外

斜視と外斜視が11名と多く、次いで、下斜筋過動症が6名

という結果だった。眼科医の診察があることで、外斜視や内斜

視だけでなく、間歇性外斜視等の疾患も発見する事ができて

いる。 

豊橋市の要精密検査率は14.6％で、愛知県の6.1％と

比べると、2 倍以上だが、眼科健診を併用する事で、従来の

方法では問題なしと判断される者の中から視覚異常疑い者

を発見できている。 

 また、精密検査後に、要医療・要観察となった者の割合も

高く、陽性的中率 61.1％、 発見率 8.9％、 フォローアッ

プ率 78.5％でスクリーニングの精度としては高いと考えた。 

 

 

 

 

（２）平成 29 年 8 月から 
平成 29 年 8 月から屈折検査機器をス

ポットビジョンスクリーナーに変更した。両眼の

計測が同時にできるため、児がじっとできれば

10 秒程度で計測が可能で、1 台で受診者

全員の検査ができている。児が注目しやすい

様にキャラクターを利用し工夫している。 

スポットビジョンスクリーナー導入後の眼科

健診の結果は以下の通りである。 

受診者数:520 名（平成 29 年 8 月～9 月） 

異常なし:472 名（90.8％） 

異常の疑いあり:46 名（8.8％） 

管理中:2 名（0.4％） 

異常の疑いあり 46 名中、27 名が精密検査を受診。精

密検査の結果の内訳は、要観察 15 名、要医療 10 名、

異常なし 2 名であり、陽性的中率 92.6％、発見率 8.8％、

フォローアップ率 58.7％であった。  
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遠視や乱視等で異常の疑いありとなった者が減少しているが、精度としては問題ないと考える。しかし、精密検査

結果がすべて把握できていない為、今後追跡は必要であると考える。 

 

３.参考 

平成 27 年度の小・中学校の視力検査の結果では、裸

眼視力 0.7 未満の割合が、豊橋市は、愛知県や国と比較

しても低い。 

 本来であれば、眼科健診導入前の視力検査結果と比較

するべきだが、平成 25 年度からのデータしか残っておらず、

比較ができなかった。平成 25 年度、26 年度のデータは、

平成 27 年度のデータと同じ傾向だった。 

 

４.考察 

（1）異常の疑いあり 502 名のうち、精密検査受診後に要医療・要観察となった者の割合は 86％であり、眼科

健診によるスクリーニング精度は高く、多くの視覚異常発見につながっていた。 

（2）豊橋市では、眼科医会の協力があり、健診に眼科医の派遣が確保できており、また、幼児の精密検査がで

きる診療体制が整っている為、スムーズな眼科健診が実現できていると考える。 

（3）小中学校の視力検査で、視力0.7未満の者の割合が全国や愛知県の値より低い結果が出ており、3歳児

健康診査で眼科健診を併用する事は、早期発見・早期治療の一助になっている可能性がある事が示唆され

た。 

 

（豊橋市保健所 こども保健課 保健師 鈴木有子） 
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 先天性股関節脱臼は、早期発見・早期治療により治癒するため、乳幼児の健康診査で早期に発見し、治療に
つなげることが重要です。そこで、保健師等が乳児の先天性股関節脱臼に関する理解を深め、適切に乳児健診の
実施及び保健指導を行うことを目的に、あいち小児保健医療総合センターのセンター⾧の服部義先生に講義をお
願いしましたので、その概要を掲載します。 
 
１ 知識の整理 

1970 年代からの予防活動により、先天性股関節脱臼は減少した。 
しかし、近年、ベビースリングやスワドリング（おくるみ育児）等脱臼の誘発リスクのある育児方法の流行や、先天

性股関節脱臼が減少した結果、医師も診断をする機会が減少していることから、先天性股関節脱臼が増加してく
る可能性もある。 

 
再度、先天性股関節脱臼の予防活動をしっかり!!! 

 
２ 最近の先天性股関節脱臼の用語 
  近年、先天性股関節脱臼（ＣＤＨ）から、発育性関節形成不全（ＤＤＨ）へ名称が変更している。 
  理由は、出生後 1 か月程度は後天的に生じることがあり、「先天性」が診断名についていることにより、「出生直
後にみつかったはずだ」と見逃しとしてアメリカで訴訟問題が頻発したため。 
 
  発育性関節形成不全（ＤＤＨ）とは、脱臼・亜脱臼・臼蓋形成不全・不安定股の総称。 
                              治療を要する      成⾧する中で、治癒することもある。 
  開排制限の判定は床から 20 度と言われているが、現実は医師によりとらえ方が様々。 
 
３ 日本小児整形外科学会ＭＣＳ委員会による疫学調査（ＤＤＨ全国多施設調査） 
【調 査 時 期】2013.7～2013.12 
【調査対象施設】大学病院・小児病院・小児療育施設・日本整形外科学会認定教育施設 1987 施設 
【調 査 内 容】①各医療施設医師へＤＤＨの診断・治療に関するアンケート調査②ＤＤＨ症例カードの集積 
           (ＤＤＨ症例カードは、2011.4～2013.3 の間に未整復ＤＤＨ（脱臼）例を集積したもの) 
【 結    果 】 
・ 回答は 78３施設（回答率 39％） 未整復ＤＤＨ例 1295 例 
・ 全国の基幹病院の 79％において、ＤＤＨ（脱臼）症例数が 2 年間で 1 例もない（若手医師が診察する

機会が少なくなっている）。 
・ DDH の特徴 

ＤＤＨの特徴→理由 

①女児は男児の8.4倍 

②罹患側は左側が右側の2.6倍 

→子宮内で左側の股関節を脊柱側にした体位が多く、左側の股関節が動きにくいためと言われている。 

③家族歴あり(２親等以内)が69％ 

④第１子に多い(有意差あり) → ④初産では子宮が柔らかくないため、股関節が動かせないと言われている 

⑤2,500g以下に多い（有意差あり） 

⑥骨盤位に多い → 特に単殿位(膝を伸展した姿勢)に多い。 

⑦帝王切開出生が多い → 骨盤位が多いためと思われる。 

⑧秋・冬生まれが多い → 衣服が厚くなり、股関節が動かしにくくなる。 

乳児の先天性股関節脱臼について 
～先天性股関節脱臼（発育性股関節形成不全）を見逃さないために～ 

（平成 29 年度母子保健指導者研修会より抜粋） 
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４ 1歳以上の診断遅延脱臼例について 

・ ＤＤＨ（脱臼）例の各施設受診時年(月)齢:1歳以上15％・3歳以上3％ 

・ 1歳以上の診断遅延脱臼例 

…脱臼発生率が0.1％とすれば、日本の出生数を考えると脱臼例の約1/10が1歳以上になるまで、診断(治

療)されていない状況（かなり悲惨な状況）。 

・ 乳児健康診査の「受診歴あり」174例のうち、乳児健診での異常の指摘は「あり」12例、「なし」123例、「不

明」64例。 

・ 両側脱臼は最近少なくなってはいるが（全体の４％）、開排角度に左右差がないため、診断されにくく診断

遅延になりやすい。 

・ 脱臼していても、歩行は可能となる。ただし、片側脱臼では跛行が生ずる。両側脱臼では跛行が見られないた

め、より年⾧まで見逃される傾向がある。両側脱臼では腰椎の前腕が強い歩行になる（いわゆる出っ尻歩

行）。 

・ 診断遅延例では骨頭壊死の危険性が高くなる。 

・ 治療 

3～6か月  リーメンビューゲル装具（約3か月間）で基本的には外来で治療を行う。 

1歳以上  6か月を超えると、リーメンビューゲル装具が使用できないため、 

オーバーヘッド牽引を6週間、その後、ギプス装具で6ヶ月間の治療が必要。入院対応となる。 

・ 診断遅延例の199例のうち、37例（19％）が医療機関受診歴あり。すべて異常なしと診断される。 

ちなみに、愛知県では診断遅延率が全国ワースト 5 位。 

ただし、特定の地域の保健センターで見逃されているわけではない。医療機関を受診しても、診断されなかった

例は愛知県内でも増加している。 

 

日本はまだ診断遅延（見逃し）が訴訟問題に発展することは少ないが、今後訴訟になる危惧がある。 

早急な対応を! 

 

５ 健診の在り方の見直し 

・ 日本整形外科学会・日本小児整形外科学会の乳幼児健診推奨項目と二次検診への紹介 
推奨項目  二次検診への紹介 

① 股関節開排制限 ①が陽性であれば、紹介 

② 大腿皮溝または鼠径皮膚溝の非対称 
③ 家族歴:血縁者の股関節疾患 
④ 女児 
⑤ 骨盤位分娩（帝王切開時の肢位を含む） 

左の②～⑤のうち、2 つ以上あれば、紹介 
その他、健診医の判断や保護者の精密
検査希望も配慮する 

 

・ 浜松市における乳児股関節健診体制の再構築。 

① 小児科医会にて説明、② 助産師・保健師研修を実施し、1か月訪問時にリーフレットを配布する、 

③ 3か月児健診に問診（家族歴、出産時の状況等）を追加 

⇒変更後は2次検診対象者が増加とともに、臼蓋形成不全での診断数が増加した。 
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・ 遅診断率が低い滋賀県では保健師が新生児期家庭訪問でも股関節をチェックし、予防法も指導、さらに乳

児健診で医師と保健師が再度チェックする（すなわち2回股関節がチェックされる）システムがある。さらに保健

師が医師に直接紹介できるシステムがあるとも聞いている。 

・ そのため、今後、体制整備を推進するにあたり、 

整形外科医のための二次検診の手引き（日本小児整形外科学会作成）等で教育・啓発を行う。 

地域別の二次検診が対応可能な施設の整備と紹介…施設リスト作成を今後進めていく。 

 

６ 保健師に望むこと 

・ 全国で診断遅延例が増えている。もう一度予防・健診体制の再構築を。 

・ 生後6か月以内には見つけたい:乳児健診での早期発見を。 

・ 危険因子問診などを加えて疑わしい例は、遠慮なく2次検診整形外科施設へ紹介を。 

 

 

服部先生からのアドバイス 

～訪問等で保健師でも開排制限が確認できる方法～ 
 

  ・向き癖と反対側に開排制限が生じることがほとんど。 

鼠蹊部から臀部のしわの左右差に注意 開排制限があるとしわが⾧く深くなる。 

・90 度以上屈曲して閉じてから、骨盤を傾斜させずゆっくりと開くと開排制限がわかる 

脱臼していても関節弛緩性があるとまれに開排制限がないこともあるので注意 

。 

 

【情報提供 脱臼予防・健（検）診パンフレット】 

・ 日本小児整形外科学会ホームページ 

http://www.jpoa.org/ ⇒ 「公開資料」をクリック 

 

「公開資料」 ダウンロード可能資料 

・乳幼児股関節健診推奨項目 

・先天性股関節脱臼予防パンフレット 

・股関節脱臼一次健診・二次検診の手引き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の研修は、股関節開排制限の意義や検査方法について学ぶとともに、早期発見・早期治療

のためのシステムをきちんと運営していく大切さについて、改めて考え直すきっかけになりました。 

  

様々な親子の支援を各市町村で行っていただいています。一方で、母子健康診査マニュアルの

データや精度管理の調査からは、市町村によって問診のあり方や受診結果・フォロー状況を把握する

仕組み等に違いがあることがわかりました。今後、研修の内容や精度管理調査の結果を踏まえ、健

診のあり方について、検討していただくようお願いします。 
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「HTLV-1 母子感染予防対策マニュアル(H29 年 4 月 14 日付け厚生労働省雇用均等・児

童家庭局母子保健課事務連絡)」(H28 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金・成育疾

患克服等次世代育成基盤研究事業により作成)が新たに送付されました。このマニュアルによる主

な変更点は、①確認検査で判定保留となった場合には、従来は紹介のみであった PCR 法が平成

28 年 4 月に保険収載されたことから「PCR 法を行うことが望ましい」とされたこと、②妊婦がキャリア

であることが明らかな場合には、原則として完全人工栄養を勧めることとされたことです。そこで、平

成 27 年 3 月に作成の手引き書について、このマニュアルを参考に一部改訂しました。妊婦さんから

相談があった場合など、業務の参考としていただきますようお願いします。 

 

【愛知県のホームページ】 

「HTLV-1 母子感染予防のための手引き書(医療機関・保健機関関係者用)」 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000081906.html 

平成28年度の母子保健法の一部改正では、第5条に「母子保健事業が児童虐待の予防や早

期発見に資すること」と明記されました。また、平成 29 年 8 月公表の「児童虐待による死亡事例等

の検証結果等について(第 13 次報告)」においては、「子ども虐待による死亡事例等を防ぐためのリス

クとして留意すべきポイント」の 1 つに「乳幼児健康診査や就学時の健康診断が未受診である又は

予防接種が未接種である」とされています。 

乳幼児健康診査の実施主体は市町村であり、未受診児への対応は各市町村において取り組ん

でいただいているところです。母子保健担当と児童福祉担等市町村内の関係者が連携して対応いた

だく際に、このガイドラインを地域の実情にあわせて御活用いただきますようお願いします。 

 

【愛知県のホームページ】 

「乳幼児健康診査未受診児対応ガイドライン」 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/mijushinguideline.html 

「HTLV-1 母子感染予防のための手引き書」を一部改訂しました 

「乳幼児健康診査未受診児対応ガイドライン」を作成しました 
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森 理 恵 日進市健康課 保健師 
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